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枚方市空家等対策協議会の役割について 
 

 

 

 

 

  

 

 

協議会の役割 
○法による規定（法第７条） 
市町村は、空家等対策計画の作成及び

変更並びに実施に関する協議を行うた

めの協議会（以下この条において「協議

会」という。）を組織することができる。  
○国の基本指針 

・特定空家等か否かの判断に関する協議 

・空家等、特定空家等への立入調査の方 

針に関する協議 

・特定空家等に対する措置の方針に関す 

る協議 

 

○枚方市空家等対策協議会条例（第３条）   協議会は、次に掲げる事項を協議する
ほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事

項について調査審議し、及び答申する。 
⑴ 特定空家等に関する対策に関する
こと。 

⑵ 個別の特定空家等への対処に関す
ること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、空家等
対策計画の作成及び変更並びに実

施に関すること。 

市議会 
 

・特定空家等への対応 
・空家等に関する相談対応 
・空家等対策計画の策定 

・利活用の促進 

 

 

 

  

特定空家等への対応方針 
特定空家等の判断基準案 

市独自の制度案 

空家等対策計画策定 

 

 

・市長 

 

・市民 

・不動産に関する専門的知識を  有する者 

・福祉に関する専門的知識を 

有する者 

 

・学識経験を有する者 

・関係行政機関の職員 

枚方市 協議会 
個別の特定空家等への措置 

部会 
 

諮問･答申 

諮問･答申 

報
告 

意
見 

部会 協議 

枚方市空家等対策協議会の組織（市協議会規則第２条） 
⑴ 学識経験を有する者     ⑷ 関係行政機関の職員 
⑵ 不動産に関する専門的知識を ⑸ 市民 
有する者          ⑹ そのほか、市長が 

⑶ 福祉に関する専門的知識を    適当と認める者 
有する者 


